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第５節 快適な生活環境の創造

＊１　空間放射線量率：空間に存在する放射線の単位時間あたりの量。平均的な空間放射線率が0.23μ

Sv/h以上である地域は「汚染状況重点調査地域」に指定され、除染が実施されます。

＊２　Ｓｖ：シーベルト。人体への放射線の影響の程度を表す単位。シーベルトの1000分の１がミリシー

ベルト（mSv）、さらにその1000分の１がマイクロシーベルト（μSv）になります。
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◆空間放射線量率の測定実施【環境保全課】

◆環境放射能水準調査の実施【環境保全課】

◆水道水中の放射性物質検査【衛生食品課、（企）水道課】

◆流通食品の放射性物質検査【衛生食品課】

◆野生鳥獣肉の放射性物質検査【自然環境課】

◆きのこの放射性物質検査【林業振興課】

◆農産物の放射性物質検査【技術支援課】

◆農地土壌等の放射性物質の調査【農政課】

◆流域下水道脱水汚泥の放射性物質検査【下水環境課】

◆「群馬県放射線対策現況」による県民への広報【環境保全課】

◆県ホームページで最新情報を随時更新【環境保全課】

◆県・市町村放射線対策会議等による連携強化、情報の共有化【環境保全課】

1 中長期的な視点での環境監視の実施

2 情報の共有化、広報の推進

現状と課題
○県民の安全安心につなげるため、空間や食品、水道水等の放射線監視の継続及び情報の提供を行いま

す。

○農作物への放射性セシウムの移行を低減するため、技術開発を引き続き行います。

○放射性物質による影響に対する懸念が払拭されるよう、関係機関と連携して情報の共有化に取り組ん

でいきます。

○自然景観と人工物の不調和や、屋外広告物などの氾濫により、地域固有の美しい景観が失われつつある

ため、本県特有の歴史・文化を踏まえ、街並や自然環境を保全し、その地域ならではのまちづくりを進め

る必要があります。

○都市部における公園の緑は、人々の心を和ませ、心身をリフレッシュさせる働きがあるため、適切な管

理による快適な環境の提供が必要です。

○河川における沿川の快適な生活環境を維持するためには、伐木や除草などを適切に実施する必要があ

ります。

○農業分野においては、環境に配慮した生産活動が重要課題となっており、農業が環境と調和しつつ持続

的に発展することが求められています。

○本県には、豊かな自然に包まれ、地域の人々の長年にわたる生活の中で形成され、伝承されてきたたく

さんの文化財があります。本県では、これらのうち特に重要なものを保護し、保存整備を行っていきま

す。

○特に、本県には世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」があり、人類共有の財産として未来へ伝えていく

責務を負っています。そのためには、世界遺産のみならずその周辺環境についても、世界遺産の価値を

損なうことのないよう一体的に保存する必要があります。

○地産地消＊１には、地場の良質な食材を使った豊かな食生活を実現させるとともに、食と農の距離を縮め

た「顔の見える関係」を構築することにより、消費者と生産者の相互理解の促進、輸送距離の短縮等によ

る環境への負荷軽減など、多くの効果が期待されています。

方向性

○環境美化の意識を啓発するため、「春・秋の環境美化運動」やポスターコンテストを行います。

○県公害審査会を運営し、公害に係る紛争の解決を図ります。

○ISO14001認証取得や環境に配慮した生産設備の開発・製造・導入、低公害車の導入等を行う中小企業

者等に対して資金面での支援を行います。

○緑豊かで暮らしやすい環境づくりのため、引き続き緑化技術の普及啓発や緑化運動の積極的な推進を

図ります。

○有機質資源の循環利用により、健全な土壌を形成するとともに、化学肥料、農薬の節減による環境への

負荷の少ない持続的な農業を促進します。

○環境に配慮した農業を進めるため、化学農薬のみに頼らない総合的病害虫・雑草管理（IPM）の推進等に

取り組みます。

○農薬を使用する場合には、使用基準を遵守するとともに、周辺環境に配慮して適正に使用します。

○地域固有の美しい景観を守り、地域の魅力を発信するため、地域の美しい景観を結ぶ広域的な景観軸の

形成を推進します。

○地域特有の歴史・文化・景観を活かしつつ、徒歩や公共交通での移動が容易で、買い物・通院など生活を

支える機能を整えた魅力的なまちづくりを推進します。

○都市公園など、都市部における心身をリフレッシュさせる場を提供するため、市町村とも連携しながら

都市公園の整備を推進します。

○世界遺産を後世に継承するため、「富岡製糸場と絹産業遺産群」とその周辺環境を保存します。

方向性

施策展開

この節の 用語解説
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＊１　地産地消：地域で生産されたもの（農産物等）を地域で消費することです。
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◆環境美化活動【環境政策課】

◆公害紛争処理【環境政策課】

◆制度融資【環境政策課、商政課】

◆緑化推進【緑化推進課】

◆環境保全型農業の推進【技術支援課】

◆総合的病害虫・雑草管理（IPM)推進【技術支援課】

◆農薬適正使用推進【技術支援課】

◆景観の保全と形成【道路管理課、都市計画課、建築課、住宅政策課】

◆屋外広告物の規制・誘導、美化推進【都市計画課】

◆環境に配慮した都市・地域づくり【都市計画課、建築課、住宅政策課】

◆都市公園の管理・整備【都市計画課】

◆河川内の伐木・除草【河川課】

◆世界遺産の包括的保存管理【世界遺産課】

◆文化財の指定、登録、選定【文化財保護課】

◆文化財パトロール【文化財保護課】

◆文化財の修理、整備、管理、埋蔵文化財発掘調査等【文化財保護課】

◆上野国分寺跡整備、保護管理【文化財保護課】

◆観音山古墳保護管理【文化財保護課】

◆地産地消を県民運動として推進【ぐんまブランド推進課】

◆地場産農産物の利用促進【ぐんまブランド推進課】

◆食と農への理解を促進し、伝統食文化の継承と新たな食文化の創造【ぐんまブランド推進課】

◆観光資源としての「食」の活用促進【ぐんまブランド推進課】

1 快適な環境の確保

2 文化財の保護

3 地産地消の促進

○親しみやすく分かりやすい文化財整備や文化、文化財を活かしたまちづくりを推進します。

○学校給食における地場産農産物の利用促進などに取り組むとともに、地産地消を県民運動として推進

します。

施策展開
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